
お
知
ら
せ

…
募
集
期
限
・
期
間

…
申
込
方
法
・
申
込
先

…
日
時

…
参
加
費

…
場
所

…
講
師

…
内
容

…
ほ
か
の
情
報

…
対
象
者

…
フ
ァ
ク
ス
番
号

…
持
参
品

…
問
い
合
わ
せ
先

…
定
員

…
Ｅ
メ
ー
ル

　

令
和
２
年
度
成
人
式
開
催

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
延
期
し
て
い
た
令
和
２
年
度
成
人
式
を

実
施
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
【
２
部
制
】
開
催
と
し
ま
す
。

　

８
月
14
日
（
土
）

第
１
部

11
時
～
（
川
之
江
・
新
宮
地
域
）

第
２
部

14
時
～
（
三
島
・
土
居
地
域
）

　

し
こ
ち
ゅ
～
ホ
ー
ル　

大
ホ
ー
ル

平
成
12
年
４
月
２
日
～
平
成
13
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
方

※
就
職
や
進
学
な
ど
の
た
め
市
外
に
住
民
票

が
あ
る
方
で
、
出
席
を
希
望
す
る
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い

※
今
後
の
感
染
状
況
に
よ
り
開
催
が
困
難
と

判
断
し
た
場
合
は
、
再
延
期
は
行
わ
ず
中
止

と
し
ま
す

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

　

生
涯
学
習
課　

28
・
６
０
４
６

28
・
６
０
６
０

　

避
難
情
報
が
変
わ
り
ま
し
た

　

災
害
対
策
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
避
難
情

報
に
つ
い
て
「
避
難
勧
告
」
が
廃
止
と
な
り

「
避
難
指
示
」
に
一
本
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
「
避
難
指
示
」
や
高
齢
者
等
に
避
難
を
求

め
る
「
高
齢
者
等
避
難
」
が
発
令
さ
れ
た
と

き
は
、
危
険
な
場
所
か
ら
避
難
し
て
く
だ
さ

い
。

※
警
戒
レ
ベ
ル
１
と
２
は
、
気
象
庁
が
発
表

す
る
注
意
報
な
ど
で
す
。
警
戒
レ
ベ
ル
３
～

５
は
、
市
・
町
が
発
令
す
る
避
難
指
示
な
ど

で
す

　

防
災
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

28
・
６
９
３
４　
　

28
・
６
０
５
７

警戒レベル 新たな避難情報等 必要な行動

５ 緊急安全確保
すでに安全な避難ができず命が危険な状況。命
の危険から身の安全を可能な限り確保するため、
その時点でいる場所よりも相対的に安全である
場所へ直ちに移動

〰〰＜警戒レベル４までに必ず避難＞〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

４ 避難指示 危険な場所から、全員避難

３ 高齢者等避難 高齢者や障がい者など避難に時間を要する
方やその支援者は、危険な場所から避難

２ 大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

注意報。避難に備え、ハザードマップなどによ
り、自らの避難行動を確認

１ 早期注意情報
（気象庁）

早期注意情報。災害への心構えを高める

※避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されます
※警戒レベル３は、高齢者等以外の方も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避
難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難したりするタイミングです
※警戒レベル５は、市町が災害の発生・切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令さ
れる情報であり、必ず発令される情報ではありません

避難指示 で必ず避難
避難勧告 は 廃止です

警戒レベル

４

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
日
曜
日
に

　

受
け
取
れ
ま
す
（
完
全
予
約
制
）

　

交
付
場
所
は
、
市
役
所
１
階
の
市
民
窓
口

セ
ン
タ
ー
の
み
で
、
交
付
日
の
４
日
前
ま
で

に
予
約
が
必
要
で
す
。
市
役
所
か
ら
届
く
は

が
き
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書
・
電

子
証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」
を
用
意

し
、
お
近
く
の
窓
口
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
な
ど

で
ご
予
約
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

交
付
日　

８
月
15
日
（
日
）、
29
日
（
日
）

９
月
12
日
（
日
）、
26
日
（
日
）

交
付
場
所

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
三
島
宮
川
４
・
６
・
55
）

交
付
時
間　

８
時
30
分
～
17
時

予
約
申
込
及
び
問
い
合
わ
せ
先

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー

28
・
６
０
１
３　
　

28
・
６
１
２
８

川
之
江
窓
口
セ
ン
タ
ー

28
・
６
１
８
１　
　

28
・
６
２
４
５

土
居
窓
口
セ
ン
タ
ー

28
・
６
３
２
０　
　

28
・
６
３
９
１

新
宮
窓
口
セ
ン
タ
ー

28
・
６
４
０
２　
　

28
・
６
４
０
５



子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が

長
期
化
す
る
な
か
で
「
低
所
得
の
ひ
と
り
親

世
帯
」
及
び
「
そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
」
に
対
し
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え
た
生
活

の
支
援
を
行
う
た
め
、
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

【
そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
（
ひ
と
り

親
世
帯
以
外
の
子
育
て
世
帯
）
】

　

次
の
（
１
）
養
育
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

（
２
）
所
得
要
件
の
Ａ
ま
た
は
Ｂ
に
該
当
す

る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
１
）
養
育
要
件
（
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
）

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
が
支
給
さ

　

れ
る
方

②
令
和
３
年
４
月
分
の
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

が
支
給
さ
れ
る
方

③
令
和
３
年
５
月
か
ら
令
和
４
年
３
月
ま
で

　

の
い
ず
れ
か
の
月
分
の
児
童
手
当
の
認
定

　

ま
た
は
額
改
定
の
認
定
を
受
け
た
方

④
令
和
３
年
５
月
か
ら
令
和
４
年
３
月
ま
で

　

の
い
ず
れ
か
の
月
分
の
特
別
児
童
扶
養
手

　

当
の
認
定
ま
た
は
額
改
定
の
認
定
を
受
け

　

た
方

⑤
令
和
３
年
３
月
31
日
に
お
い
て
、
平
成
15

　

年
４
月
２
日
～
平
成
18
年
４
月
１
日
ま
で

金
婚
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
・

　

プ
ラ
チ
ナ
婚
の
ご
案
内

　

９
月
の
敬
老
月
間
に
あ
わ
せ
て
「
金
婚

夫
婦
の
お
祝
い
」
と
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚

夫
婦
の
お
祝
い
」
に
加
え
、
今
年
度
か
ら
「
プ

ラ
チ
ナ
婚
夫
婦
の
お
祝
い
」
も
行
い
ま
す
。

金
婚
夫
婦
（
50
周
年
）

　

市
内
在
住
で
昭
和
46
年
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
に
結
婚
さ
れ
た
方

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
夫
婦
（
60
周
年
）

　

市
内
在
住
で
昭
和
36
年
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
に
結
婚
さ
れ
た
方

プ
ラ
チ
ナ
婚
夫
婦
（
70
周
年
）

　

市
内
在
住
で
昭
和
26
年
12
月
31
日
以
前
に

結
婚
さ
れ
た
方

※
今
年
度
は
70
周
年
以
上
も
対
象
で
す

　

８
月
５
日
（
木
）
ま
で

　

高
齢
介
護
課
・
各
福
祉
窓
口
・
各
公
民
館

に
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　
　

高
齢
介
護
課　

28
・
６
０
２
４

28
・
６
０
５
９　
　

申
請
期
間

７
月
26
日
（
月
）
～
令
和
４
年
２
月
28
日
（
月
）

※
申
請
に
は
、
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）、
通
帳
、
給
与
明
細
書
・

年
金
振
込
通
知
書
な
ど
の
収
入
額
が
確
認
で

き
る
書
類
が
必
要
で
す

※
給
付
金
を
装
っ
た
「
振
り
込
め
詐
欺
」
や

「
個
人
情
報
の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

こ
ど
も
課　

28
・
６
０
２
７

28
・
６
０
３
１

【
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
】
の
申
請
期
限

は
、
令
和
４
年
２
月
28
日
（
月
）
で
す
。

※
詳
し
く
は
、
広
報
６
月
号
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

敬
老
祝
い
金
の
ご
案
内

　

高
齢
者
に
対
し
敬
老
の
意
を
表
し
、
高
齢

者
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
敬
老
祝
い
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
７
月
上
旬
に
口
座

届
出
書
を
郵
送
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
・

押
印
の
う
え
、
返
信
用
封
筒
に
て
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　　

８
月
５
日
（
木
）
ま
で

振
込
予
定
日　　

９
月
末
ご
ろ

対象者 金額

80 歳
昭和 16 年生まれ

8,000 円

米寿（数え 88 歳）
昭和 9年生まれ

8,800 円

90 歳
昭和 6年生まれ

9,000 円

白寿（数え 99 歳）
大正 12 年生まれ

10,000 円

100 歳以上
大正 10 年以前生まれ

20,000 円

※
９
月
１
日
時
点
で
本
市
に
住
民
票
の
あ
る

方
に
支
給
し
ま
す
の
で
、
転
出
さ
れ
た
場
合

な
ど
は
口
座
届
出
書
を
提
出
し
て
い
て
も
支

給
さ
れ
ま
せ
ん

　

高
齢
介
護
課　

高
齢
者
福
祉
施
策
係

28
・
６
０
２
４　
　

28
・
６
０
５
９

の
間
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育
す
る
方
、

　

ま
た
は
令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
新
た
に

　

当
該
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
に
な
っ
た
方

（
２
）
所
得
要
件
（
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
い
ず
れ
か
）

Ａ　

令
和
３
年
度
の
市
民
税
均
等
割
が
非
課

　

税
の
方

Ｂ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

　

を
受
け
て
、
令
和
３
年
１
月
以
降
の
家
計

　

が
急
変
し
、
市
民
税
均
等
割
が
非
課
税
相

当
の
収
入
と
な
っ
て
い
る
方
（
家
計
急
変
者
）

支
給
額

児
童
１
人
あ
た
り
一
律
５
万
円

申
請
手
続
き

所得要件 養育要件 申請

Ａ　令和３年度の
　　市民税均等割が非課税の方

①～④の対象者（公務員を除く） 不要

①～④の対象者（公務員）

必要⑤の対象者

Ｂ　家計急変者 ①～⑤の対象者

※申請不要の方で児童手当等の受給者は、別途案内文書を郵送します
※里親の方も対象となります（施設等設置者やファミリーホームは除く）
※公務員の方は、申請の際に所属庁による児童手当受給に係る証明が必要です



　

医
療
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　

（
事
前
申
請
必
要
）　

　

次
の
よ
う
な
医
療
費
助
成
制
度
が
あ
り
ま

す
。
該
当
さ
れ
る
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

申
請
に
必
要
な
も
の
や
制
度
の
利
用
方
法

な
ど
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
（
乳
幼
児
）
医
療
費
助
成

　

０
歳
～
15
歳
（
中
学
３
年
生
ま
で
）

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
及
び
児
童
、

準
ひ
と
り
親
家
庭
（
祖
母
ま
た
は
祖
父
と
孫
、

姉
ま
た
は
兄
と
弟
妹
）
な
ど

※
原
則
と
し
て
児
童
は
20
歳
未
満
。
た
だ
し
、

学
校
教
育
法
第
１
条
に
定
め
る
学
校
に
就
学

中
の
方
、
ま
た
は
一
定
以
上
の
障
が
い
が
あ

る
方
は
、
引
き
続
き
児
童
と
み
な
し
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ま
へ

被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
（
オ
リ
ー
ブ

色
）
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
（
土
）
で
す
。

８
月
１
日
（
日
）
か
ら
は
、
新
し
い
被
保
険

者
証
（
薄
桃
色
）
に
変
わ
り
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
７
月
31
日
（
土
）
ま
で
に
届
か
な

い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
８
月
以
降
新
た
に
75
歳
と
な
る
方

の
保
険
証
は
誕
生
日
の
前
月
に
郵
送
し
ま

す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
の
有
効
期
限
も
７
月
31
日
（
土
）
で
す
。

所
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
に
は
、
被

保
険
者
証
と
一
緒
に
認
定
証
を
郵
送
し
ま

す
。

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

令
和
３
年
度
の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
保
険
料
は
、
一

人
ひ
と
り
に
等
し
く
か
か
る
「
均
等
割
額
」

と
、
所
得
に
応
じ
て
か
か
る
「
所
得
割
額
」

の
合
計
額
で
す
。

○
均
等
割
額　

４
万
７
７
２
０
円

○
所
得
割
率　

９
・
02
％

保
険
料
の
算
定
基
準
が
一
部
変
わ
り
ま
す

　

税
制
改
正
に
お
い
て
給
与
所
得
控
除
、
公

的
年
金
等
控
除
に
つ
い
て
10
万
円
引
き
下
げ

る
と
と
も
に
、
基
礎
控
除
額
が
10
万
円
引
き

上
げ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い

基
礎
控
除
額
を
基
準
と
し
て
い
る
均
等
割
額

の
減
額
基
準
も
引
き
上
が
り
ま
す
。
ま
た
、

税
制
改
正
の
影
響
に
よ
り
軽
減
対
象
か
ら
外

れ
た
り
、
減
額
割
合
が
縮
小
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
算
定
式
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

　

世
帯
に
給
与
所
得
者
等
が
２
人
以
上
い
る

場
合
に
は
、
当
該
基
準
額
に
給
与
所
得
者
等

の
数
の
合
計
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万

円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
ま
す
。

令和２年度の基準 （改正前） 令和３年度の基準 （改正後） 減額割合

33 万円（基礎控除額）以下
43 万円（基礎控除額）＋
10 万円×（※給与・年金所得者の数－１）以下

７割

33 万円（基礎控除額）
＋（28.5 万円×世帯の被保険者数）以下

43 万円（基礎控除額）＋
28.5 万円×（世帯の被保険者数）＋
10 万円×（※給与・年金所得者の数－１）以下

５割

33 万円（基礎控除額）
＋（52 万円×世帯の被保険者数）以下

43 万円（基礎控除額）＋
52 万円×（世帯の被保険者数）＋
10 万円×（※給与・年金所得者の数－１）以下

２割

※一定の給与所得者（給与収入が 55 万円を超える方）と公的年金所得者（公的年金等の収入が
60 万円を超える 65 歳未満の方、または 125 万円を超える 65 歳以上の方）をいいます

保険料の均等割額の軽減基準

社
会
全
体
で
制
度
を
支
え
て
い
ま
す

　

医
療
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、
医
療
機
関

等
で
支
払
う
窓
口
負
担
を
除
い
た
費
用
を
、

公
費
（
国
・
県
・
市
町
の
負
担
金
）
で
約
５
割
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
（
現
役
世
代
の
保
険
料
）

で
約
４
割
、
残
り
の
約
１
割
を
被
保
険
者
の

皆
さ
ま
が
保
険
料
と
し
て
負
担
し
、
社
会
全

体
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え
て
い
ま

す
。

※
詳
し
く
は
、
被
保
険
者
証
に
同
封
す
る
「
制

度
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

国
保
医
療
課　

後
期
高
齢
者
医
療
係

28
・
６
０
１
７　
　

28
・
６
０
５
８

※
所
得
税
課
税
世
帯
の
方
は
原
則
対
象
外

（
所
得
税
課
税
世
帯
で
も
対
象
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）

心
身
障
が
い
者
医
療
費
助
成

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
３
級
の
い
ず
れ

　

か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

○
療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
交
付
を
受
け
て

　

い
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
～
６
級
と
療
育
手

　

帳
Ｂ
の
両
方
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

※
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は
療
育
手
帳

Ｂ
の
ど
ち
ら
か
の
み
を
お
持
ち
の
方
で
、
所

得
税
課
税
世
帯
の
方
は
原
則
対
象
外
（
所
得

税
課
税
世
帯
で
も
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）

※
い
ず
れ
の
医
療
費
助
成
も
、
生
活
保
護
法

に
よ
る
医
療
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
や
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方
は
、
対
象
に
な

り
ま
せ
ん

※
保
険
適
用
外
の
診
療
は
助
成
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん

※
入
院
な
ど
で
高
額
の
医
療
費
が
か
か
る
と

見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
必
ず
加
入
さ
れ
て
い

る
健
康
保
険
で
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を

取
得
し
、
医
療
機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
医
療
費
助
成
後
に
高
額
療
養
費
に
該
当

が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
市
へ
返
納
が
必
要

と
な
り
ま
す

　

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー
、
各
窓
口
セ
ン
タ
ー

　

国
保
医
療
課　

福
祉
医
療
係

28
・
６
０
１
７　
　

28
・
６
０
５
８



※
雇
用
保
険
法
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練
給
付

金
の
受
給
者
は
、
そ
の
差
額
を
支
給

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
合
格
支
援
給
付
金

　

高
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
い
ひ
と
り
親

家
庭
の
親
及
び
そ
の
児
童
が
、
高
等
学
校
卒

業
程
度
認
定
試
験
の
合
格
を
目
指
す
場
合
に

お
け
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

支
給
額

10
万
円
を
限
度
に
受
講
費
用
の
20
％
に
相
当

す
る
額

※
支
給
に
は
、
事
前
に
相
談
が
必
要
で
す　

　

こ
ど
も
課　
　

28
・
６
０
２
７　

28
・
６
０
３
１

　

国
民
年
金
保
険
料
を

　

免
除
・
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険

料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
免
除
な
ど
の
受
け
付
け
は

７
月
１
日
（
木
）
か
ら
開
始
さ
れ
、
７
月
分

か
ら
来
年
６
月
分
ま
で
の
期
間
の
申
請
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
過
去
の
未
納
分
は
、

申
請
書
を
提
出
す
る
日
か
ら
２
年
１
か
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

※
納
付
す
べ
き
一
部
の
保
険
料
を
納
付
さ
れ

な
い
場
合
、
未
納
と
同
じ
扱
い
と
な
る
た
め

ご
注
意
く
だ
さ
い

11

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援　

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

母
子
家
庭
の
母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父
が

専
門
的
な
資
格
（
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、

保
育
士
、
作
業
療
法
士
、
理
・
美
容
師
、
歯

科
衛
生
士
、
社
会
福
祉
士
、
製
菓
衛
生
師
、

調
理
師
な
ど
）
を
取
得
す
る
た
め
に
、
１
年

以
上
の
養
成
機
関
に
通
学
す
る
場
合
、
修
業

期
間
中
（
上
限
有
り
）
の
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

支
給
額

○
市
民
税
非
課
税
世
帯　

月
額
10
万
円

○
市
民
税
課
税
世
帯　

月
額
７
万
５
０
０
円

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

母
子
家
庭
の
母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父
が

就
職
に
必
要
な
教
育
訓
練
（
講
座
の
指
定
あ

り
）
を
受
け
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

支
給
額

20
万
円
を
限
度
に
受
講
費
用
の
60
％
に
相
当

す
る
額

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
、
７
月
31
日
（
土
）
で
す
。
新
し
い
被
保

険
者
証
は
、
７
月
下
旬
に
薄
い
黄
色
の
郵
便

物
で
お
届
け
し
ま
す
。
８
月
以
降
に
医
療
機

関
を
受
診
す
る
場
合
は
、
必
ず
新
し
い
被
保

険
者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
有

効
期
限
の
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
、
ご
自
身

で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
は
、誤
っ

て
新
し
い
被
保
険
者
証
を
処
分
し
な
い
よ
う

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
３
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

納
入
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に
郵
送
予
定
で
す
。

　

国
保
医
療
課　

国
民
健
康
保
険
係

28
・
６
０
２
０　
　

28
・
６
０
５
８

区分
免除割合

（納付すべき保険料 /月）
老齢基礎年金の計算

全額免除 全額免除 免除された期間は
8分の 4として計算

一部免除

4 分の 3 免除
（4,150 円 / 月）

免除された期間は
8分の 5として計算

半額免除
（8,310 円 / 月）

免除された期間は
8分の 6として計算

4 分の 1 免除
（12,460 円 / 月）

免除された期間は
8分の 7として計算

納付猶予
（50 歳未満） 納付猶予 猶予された期間は

算入されません

令和３年度免除割合と年金額への反映

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
、
本
人
確

認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）、
年

金
手
帳
を
持
参
し
、
市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー
、

ま
た
は
各
窓
口
セ
ン
タ
ー
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
退
職
や
失
業
に
よ
り
申
請
す
る
と
き
は
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
な
ど
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

新
居
浜
年
金
事
務
所

　

０
８
９
７
・
35
・
１
３
０
０

　

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
年
金
担
当
）

28
・
６
０
１
８　
　

28
・
６
１
２
８

　

若
年
が
ん
患
者
在
宅
療
養
支
援
事
業

在
宅
療
養
に
必
要
な
訪
問
サ
ー
ビ
ス
や
福

祉
用
具
の
利
用
料
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

20
歳
以
上
40
歳
未
満
の
方
（
18
歳
以
上

20
歳
未
満
の
方
で
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

費
用
助
成
等
の
ほ
か
の
支
援
・
助
成
制
度
を

受
け
て
い
な
い
方
を
含
む
）
で
、
医
師
に
回

復
の
見
込
み
が
な
い
状
態
に
至
っ
た
と
判
断

さ
れ
た
が
ん
患
者
の
方

対
象
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
福
祉
用
具
貸

与
、
福
祉
用
具
購
入

利
用
料

対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
（
１
か
月
上
限

６
万
円
）
の
１
割
を
自
己
負
担
額
と
し
て
サ
ー

ビ
ス
提
供
事
業
者
へ
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　

28
・
６
０
５
４

28
・
６
１
１
０

　

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・

　

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
発
売
！

販
売
期
間

７
月
13
日
（
火
）
～
８
月
13
日
（
金
）

　

各
１
枚
３
０
０
円

※
収
益
金
は
販
売
実
績
に
応
じ
て
都
道
府
県

に
交
付
さ
れ
、
市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。
購
入
す
る
と

き
は
、
県
内
の
売
り
場
で
買
い
ま
し
ょ
う

　

総
務
調
整
課　

28
・
６
０
０
２

28
・
６
０
５
６



　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は

　

き
れ
い
に
分
別
し
ま
し
ょ
う

【
正
し
い
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
分
別
方
法
】

①
キ
ャ
ッ
プ
を
外
す
。

※
キ
ャ
ッ
プ
は
燃
え
な
い
ご
み
と
し
て
出
し

て
く
だ
さ
い

②
中
を
水
洗
い
す
る
。

③
ラ
ベ
ル
は
剝
が
し
て
燃
え
る
ご
み
と
し
て

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

④
き
れ
い
に
な
っ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
つ
ぶ

　

し
、
透
明
ま
た
は
半
透
明
の
袋
に
入
れ
て
、

資
源
ご
み
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

生
活
環
境
課　

28
・
６
０
１
５　

28
・
６
０
５
９

　

子
育
て
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
１

　

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

10
月
31
日
（
日
）
開
催
予
定
の
子
育
て
フ
ェ

ス
タ
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

開
催
と
な
り
ま
し
た
。

※
内
容
の
詳
細
が
決
ま
り
し
だ
い
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
予
定
で
す　

　

し
こ
ち
ゅ
～
・
ほ
こ
ほ
こ
ネ
ッ
ト
事
務
局

（
こ
ど
も
課
内
）
28
・
６
０
２
７

28
・
６
０
３
１

　

７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

　

強
調
月
間
で
す

　

こ
の
運
動
は
「
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、

立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
、
犯
罪
や
非
行
が
生
ま
れ
る
の

も
地
域
社
会
、
過
ち
を
犯
し
た
人
た
ち
を
立

ち
直
ら
せ
る
の
も
地
域
社
会
と
い
う
認
識
の

も
と
、
青
少
年
の
健
全
育
成
・
更
生
な
ど
の

援
助
を
図
り
、
地
域
ぐ
る
み
で
犯
罪
の
な
い

明
る
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
市
推
進
委

員
会
事
務
局
（
生
活
福
祉
課
内
）

28
・
６
０
２
３　
　

28
・
６
１
７
２

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
活
動
研
修
会

　

（
無
料
）

第
１
回

　

８
月
４
日
（
水
）
13
時
30
分
～
15
時

　

演
題
「
今
、
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
の
意

義
に
つ
い
て
」

　

曽
我
部
節

た
か
し

さ
ん
〔
合
同
会
社
Ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｎ

ｎ
о
ｙ
ｓ
（
レ
ギ
ノ
ス
）
代
表
〕

第
２
回

　

８
月
24
日
（
火
）
13
時
30
分
～
15
時

　

演
題
「
ふ
る
さ
と
の
歴
史
あ
れ
こ
れ
」

　

伊
予
史
談
東
部
会

第
３
回

　

９
月
10
日
（
金
）
13
時
30
分
～
15
時

　

演
題
「
シ
ト
ラ
ス
リ
ボ
ン
に
つ
い
て
」（
オ

ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
予
定
）

　

前
田
眞
さ
ん
〔
愛
媛
大
学
社
会
連
携
推
進

機
構
（
地
域
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）〕

　　

   

市
役
所
市
民
交
流
棟
２
階　

会
議
室

　

各
20
名
程
度

　　

７
月
30
日
（
金
）
ま
で

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
に
備

え
付
け
て
い
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
提
出
、
ま
た
は
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
、
中
止
（
変
更
）
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

28
・
６
０
３
９　
　

28
・
６
１
６
０

　

伊
予
三
島
運
動
公
園
プ
ー
ル
を

　

オ
ー
プ
ン
し
ま
す
！

　

７
月
20
日
（
火
）
～
８
月
22
日
（
日
）

10
時
～
17
時

※
８
月
８
日
（
日
）
～
８
月
15
日
（
日
）
は

休
場

　

中
学
生
以
上　

２
０
０
円

　

小
学
生　

１
０
０
円

　

入
場
制
限
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
ご
利
用
は
市
内
在
住
の
方
の
み
と
し
、
来

場
の
際
は
学
生
証
や
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）
を

ご
持
参
く
だ
さ
い

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し

て
、
更
衣
室
は
解
放
し
ま
せ
ん

※
詳
し
く
は
、
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

伊
予
三
島
運
動
公
園
体
育
館

28
・
６
０
７
１　
　

28
・
６
１
０
５

　

海
の
事
故
ゼ
ロ
キ
ャ
ン
ぺ
ー
ン

　

７
月
16
日
（
金
）
～
７
月
31
日
（
土
）

「
海
難
ゼ
ロ
へ
の
願
い
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
、
海
の
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

重
点
事
項

○
小
型
船
舶
の
海
難
防
止

○
見
張
り
の
徹
底
及
び
船
舶
間
コ
ミ
ュ
ニ

　

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進

○
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
常
時
着
用
な
ど
自

　

己
救
命
策
の
確
保

○
ふ
く
そ
う
海
域
な
ど
の
安
全
性
の
確
保

　

今
治
海
上
保
安
部　

三
島
川
之
江
分
室

24
・
４
４
９
８
（
フ
ァ
ク
ス
兼
）

　

生
涯
現
役
促
進
地
域
連
携
事
業

空
き
家
管
理
知
識
習
得
講
座
（
無
料
）

　

８
月
５
日
（
木
）
13
時
～
16
時

紙
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
（
妻
鳥
町
乙
１
２
７
）

　

空
き
家
を
管
理
す
る
う
え
で
必
要
な
「
目
視

点
検
」
や
「
清
掃
・
除
草
」
な
ど
を
安
全
か
つ

的
確
に
実
施
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
ま
す
。

　

空
き
家
対
策
に
関
す
る
仕
事
に
従
事
す
る

こ
と
を
希
望
す
る
55
歳
以
上
の
方

20
名

　
　

県
生
涯
現
役
促
進
地
域
連
携
事
業
推
進
協

議
会　

０
８
９
・
９
１
３
・
６
３
３
９

　

０
８
９
・
９
１
５
・
１
４
２
１

　

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

57
・
０
４
５
５

57
・
０
４
６
６



　

あ
っ
た
か
な
ま
ち
づ
く
り
活
動
支
援

　

事
業
審
査
結
果

　

５
月
27
日
（
木
）
に
審
査
会
を
行
い
、
次

の
事
業
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
域
振
興
課　

28
・
６
０
１
４

28
・
６
０
５
７

　

狩
猟
免
許
試
験
の
お
知
ら
せ

試
験
の
種
類

網
猟
免
許
、
わ
な
猟
免
許
、
第
一
種
・
第
二

種
銃
猟
免
許

第
１
回

８
月
３
日
（
火
）
９
時
～

　

７
月
６
日
（
火
）
～
７
月
20
日
（
火
）

第
２
回

９
月
５
日
（
日
）
９
時
～

　

７
月
６
日
（
火
）
～
８
月
23
日
（
月
）

第
３
回

12
月
５
日
（
日
）
９
時
～

11
月
５
日
（
金
）
～
11
月
22
日
（
月
）

　

県
東
予
地
方
局
西
条
第
２
庁
舎
４
階

大
会
議
室
（
西
条
市
丹
原
町
池
田
１
６
１
１
）

募
　
集

募
　
集

　

甲
種
防
火
管
理
者

　

新
規
資
格
取
得
講
習
会

　

８
月
５
日
（
木
）
・
６
日
（
金
）
の
２
日
間

　

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー
３
階　

大
会
議
室

　

次
の
施
設
な
ど
で
防
火
管
理
者
を
任
さ
れ

た
方

○
自
力
避
難
困
難
者
が
入
所
す
る
老
人
ホ
ー

　

ム
な
ど
で
収
容
人
員
が
10
人
以
上
の
施
設

○
飲
食
店
、
旅
館
、
病
院
、
社
会
福
祉
施
設

　

な
ど
で
収
容
人
員
が
30
人
以
上
の
施
設

○
共
同
住
宅
、
学
校
、
図
書
館
な
ど
で
収
容

　

人
員
が
50
人
以
上
の
施
設

○
工
場
な
ど
で
従
業
員
が
50
人
以
上
の
施
設

50
名
程
度

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
状

況
に
よ
り
、
調
整
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

　

７
月
30
日
（
金
）
ま
で

　
　

予
防
課　

28
・
６
９
３
８

23
・
６
６
１
４

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
（
無
料
）

本
当
に
知
っ
て
る
？
認
知
症

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症
に
つ

い
て
正
し
く
理
解
し
、
偏
見
を
持
た
ず
、
認

知
症
の
方
や
そ
の
家
族
を
温
か
く
見
守
る
応

援
者
で
す
。
講
座
で
は
認
知
症
に
つ
い
て
の

知
識
や
そ
の
対
応
の
仕
方
が
学
べ
ま
す
。

　

７
月
30
日
（
金
）
13
時
30
分
～
15
時

　

市
民
交
流
棟
２
階　

会
議
室

　

市
内
在
住
ま
た
は
市
内
勤
務
の
方

20
名
（
先
着
順
）　

　

７
月
21
日
（
水
）
ま
で

　
　

高
齢
介
護
課

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

28
・
６
１
４
７　
　

28
・
６
０
５
９

　

自
衛
官
等
採
用
説
明
会

　

７
月
12
日
（
月
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　

中
之
庄
公
民
館　

会
議
室
２

※
提
出
書
類
や
、
わ
な
猟
免
許
新
規
取
得
者

に
対
す
る
補
助
な
ど
、
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
　

県
四
国
中
央
森
林
林
業
振
興
班

23
・
２
３
９
３　
　

23
・
２
３
０
３　

　

農
業
振
興
課　

28
・
６
３
２
３

28
・
６
１
２
６

　

手
話
教
室
受
講
生
募
集
（
無
料
）

　

初
心
者
の
方
を
対
象
に
、
手
話
教
室
を
開

催
し
ま
す
。
手
話
を
勉
強
し
た
い
方
、
手
話

を
通
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
み
た

い
方
、
気
軽
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

　

７
月
30
日
～
８
月
27
日
（
毎
週
金
曜
日
・

全
５
回
）
19
時
30
分
～
21
時

　

市
役
所
市
民
交
流
棟
２
階　

会
議
室

10
名
程
度

小
学
生
以
上
（
た
だ
し
児
童
は
保
護
者
送
迎
）

　

７
月
30
日
（
金
）
ま
で

　

手
話
サ
ー
ク
ル
つ
く
し

　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

28
・
６
０
３
９　
　

28
・
６
１
６
０

　

７
月
13
日
（
火
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　

三
島
公
民
館　

小
会
議
室

　

７
月
14
日
（
水
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　

ユ
ー
ホ
ー
ル
（
土
居
文
化
会
館
）　

リ
ハ
ー

サ
ル
室

　

７
月
15
日
（
木
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　

市
民
交
流
棟　

多
目
的
室
３

　

８
月
２
日
（
月
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　

川
之
江
文
化
セ
ン
タ
ー　

第
２
講
義
室

　

８
月
４
日
（
水
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　

中
曽
根
公
民
館　

会
議
室
２　

仕
事
内
容
や
勤
務
体
系
、
福
利
厚
生
な
ど

　

自
衛
隊
新
居
浜
出
張
所

　

０
８
９
７
・
32
・
５
３
９
６
（
フ
ァ
ク
ス
兼
）

団体名 事業名 補助限度額

シトラスリボン
from 四国中央市

あったかしこちゅ～
シトラスリボンプロジェクト 200,000 円

公益社団法人
法皇青年会議所 ～スポーツフェスタ in ユーホール～ 363,000 円

ボーイスカウト
四国中央第２団

ボーイスカウトとあそぼう！
わくわく自然体験 25,000 円

子育て応援倶楽部
ブランコ 初めてのじゃがいも栽培・収穫体験 15,000 円

バオバブ体験隊プラス Discover Bonsai
ー盆栽の魅力を体感しようー 72,000 円



地域 団地名 間取り 給湯設備 風呂設備 タイプ 戸数

川之江

城北団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯 1

城ヶ谷団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯 2

北新団地 3DK 有り 有り 世帯 1

山口団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯 2

南ヶ丘団地 3DK 有り 有り 世帯 2

飼谷団地 3DK 有り 有り 世帯 1

南部第１団地 3K 無し 浴槽無し 世帯 1

南部第１団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯 2

大野団地 3DK 有り 有り 世帯 1

石川団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯 1

三島

大塚団地 3DK 有り 有り 世帯 2

金子南団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯 2

中之庄団地 2DK 無し 浴槽無し 世帯・単身 1

中之庄団地 2DK 無し 有り 世帯・単身 2

山田団地 2DK 無し 有り 世帯・単身 1

山田団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯 2

土居
朝日野団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯・単身 2

上北野団地 3DK 無し 浴槽無し 世帯・単身 1

新宮 寺内団地 4DK 有り 有り 世帯・単身 1

入居者を募集する市営団地

　

７
月
１
日
（
木
）
～
13
日
（
火
）

８
時
30
分
～
17
時　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

注
意
事
項

○
所
得
条
件
や
、
地
方
税
な
ど
に
滞
納
が
な

　

く
、
暴
力
団
対
策
法
に
規
定
す
る
暴
力
団

　

員
で
な
い
な
ど
の
条
例
で
定
め
ら
れ
た
申

　

込
資
格
が
あ
り
ま
す
。

○
申
し
込
み
は
、
募
集
す
る
市
営
住
宅
の
う

　

ち
１
か
所
に
限
り
ま
す
。

　
　

建
築
住
宅
課　

住
宅
管
理
係

（
消
防
防
災
セ
ン
タ
ー
５
階
）

28
・
６
１
８
４　
　

28
・
６
１
８
９

　

市
営
住
宅
（
入
居
可
能
空
家
）
の

　

入
居
者
募
集

　

認
め
印
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）
、
入
居
希

望
者
全
員
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も

の
、
申
込
者
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

※
代
理
人
の
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利

用
し
て
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん

※
現
住
所
が
市
外
の
方
及
び
代
理
人
は
、
別

途
書
類
が
必
要
で
す

「茶」や「うま」の文字が入って
いない名称も受け付けます！

茶業振興のための愛称・商品名を募集します！
　本市（新宮・富郷地域）の茶業振興を図るため、うま茶振興協議会を設立し、新宮・富郷地域それぞれの茶

葉の特性を生かしたブレンド茶を商品化しました。そこで、本市のお茶のブランド化を図るための愛称・商品

名を募集します。

応募資格 どなたでもご応募いただけます。

募集内容

Ａ　お茶どころ四国中央市の愛称

Ｂ　ブレンド茶の商品名

○呼びやすく、親しみやすいもの

○自作で未発表のもの

応募締切 ７月 15 日（木）（消印有効）

応募方法

必要事項を記入のうえ、応募先まで郵送・持参・ファクス・Ｅメールのいずれかで応募してくだ

さい（様式自由）。一人Ａ、Ｂ各３作品（計６作品）まで応募できます。

必要事項

①Ａの愛称（ふりがな）　　　　　　⑤氏名・年齢・性別

②Ａの愛称にした理由　　　　　　 ⑥住所

③Ｂの商品名（ふりがな）　　　　　⑦電話番号

④Ｂの商品名にした理由　　　　　 ※未成年者の場合は保護者の連絡先

○応募にかかる費用は、応募者の負担とします。

○採用作品の著作権及び知的財産権などの一切の権利は、当協議会に帰属します。

○採用作品には、必要な修正などを加えさせていただく場合があります。

※詳しくは、市ホームページをご覧ください

注意事項

うま茶振興協議会事務局（農業振興課内）　28-6323　　28-6126

〒 799-0422　中之庄町 1684-16　　ocha.aishou@city.shikokuchuo.ehime.jp

応募
問い合わせ先

採用賞
決定した愛称（Ａ）・商品名（Ｂ）の応募者各１名に「お茶加工品の詰め合わせ（ブレンド茶・お

茶うどん・かりんとう）」を贈呈します。

※決定した愛称・商品名と同一の応募が複数あった場合は、抽選で採用代表者を決定



　

一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
募
集

　

自
治
会
、
町
内
会
な
ど

※
特
定
の
目
的
で
活
動
す
る
団
体
は
対
象
外

助
成
事
業
（
助
成
額
）

一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
直
接
必
要
な
設
備

の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
１
０
０
万
円
～

２
５
０
万
円
）　

　
　

地
域
振
興
課　

28
・
６
０
１
４

28
・
６
０
５
７

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助
成
事
業

住
民
の
需
要
に
応
じ
た
機
能
を
有
す
る
集
会

施
設
の
建
設
整
備
に
関
す
る
事
業
（
対
象
と

な
る
総
事
業
費
の
５
分
の
３
以
内
。
た
だ
し
、

１
５
０
０
万
円
が
上
限
）

　
　

地
域
振
興
課　

28
・
６
０
１
４

28
・
６
０
５
７

地
域
防
災
組
織
育
成
助
成
事
業

自
主
防
災
組
織
が
行
う
災
害
の
被
害
防
止
活

動
及
び
軽
減
活
動
に
直
接
資
す
る
も
の
の
整

備
に
関
す
る
事
業
（
30
万
円
～
２
０
０
万
円
）

※
市
が
認
め
る
自
主
防
災
組
織
が
対
象　

　
　

防
災
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

28
・
６
９
３
４　
　

28
・
６
０
５
７

青
少
年
健
全
育
成
助
成
事
業

青
少
年
健
全
育
成
に
資
す
る
た
め
、
主
と
し

て
親
子
で
参
加
す
る
ソ
フ
ト
事
業
（
30
万
円

～
１
０
０
万
円
）

　
　

生
涯
学
習
課　

28
・
６
０
４
６

28
・
６
０
６
０

　

「
ユ
ー
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
２
」

　

出
演
者
募
集
（
参
加
無
料
）

　

令
和
４
年
２
月
６
日
（
日
）
13
時
～

　

ユ
ー
ホ
ー
ル
（
土
居
文
化
会
館
）

　

ア
マ
チ
ュ
ア
芸
能
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
個
人

　

８
月
31
日
（
火
）
ま
で

　

ジ
ャ
ン
ル
、
グ
ル
ー
プ
名
、
メ
ン
バ
ー
数
、

代
表
者
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
グ
ル
ー

プ
の
紹
介
を
明
記
し
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
（
様
式
自
由
）。

※
主
催
者
で
選
考
後
、
全
員
に
結
果
を
通
知

※
決
定
後
の
内
容
及
び
出
演
者
数
の
大
幅
な

変
更
は
認
め
ま
せ
ん

※
出
演
時
間
10
分
。
出
演
料
な
し
（
弁
当
あ

り
）

※
楽
器
の
持
ち
込
み
な
ど
に
必
要
な
費
用
は

出
演
者
の
負
担

　
　

ユ
ー
ホ
ー
ル
（
土
居
文
化
会
館
）

28
・
６
３
５
３

　

〒
７
９
９
・
０
７
１
２

　

土
居
町
入
野
９
３
９

28
・
６
３
８
８

　

８
月
31
日
（
火
）
ま
で

　

別
途
定
め
る
書
類
一
式
を
、
各
申
込
先
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
書
な
ど
詳
し
く

は
、
各
申
込
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

○
こ
の
募
集
は
、
令
和
４
年
度
に
実
施
予
定

　

の
事
業
が
対
象
で
す
。
希
望
団
体
な
ど
は

　

必
ず
期
限
内
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の
実
施
要
綱
に
変
更

　

が
あ
っ
た
場
合
、
提
出
さ
れ
た
書
類
の
修

　

正
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
協
議
会
、
保
存
会
な
ど
で
申
請
を
予
定
さ

　

れ
て
い
る
場
合
は
、
事
前
に
自
治
総
合
セ

　

ン
タ
ー
の
確
認
が
必
要
で
す
。
担
当
課
ま

　

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ

ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

人
権
施
策
推
進
協
議
会
委
員
募
集

　

人
権
意
識
の
高
揚
並
び
に
人
権
擁
護
に
関

す
る
施
策
な
ど
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
協

議
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

任
期

９
月
１
日
か
ら
２
年
間

応
募
要
件

○
本
市
在
住
の
18
歳
以
上
の
方

○
本
市
の
他
の
審
議
会
な
ど
合
計
４
以
上
の

　

委
員
で
な
い
方

○
本
市
の
職
員
を
含
む
行
政
機
関
の
職
員
ま

　

た
は
市
議
会
議
員
で
な
い
方

　

２
名
程
度

　

７
月
30
日
（
金
）
ま
で

　

氏
名
、
住
所
、
年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
、

応
募
動
機
を
明
記
し
、
持
参
・
郵
送
・
フ
ァ

ク
ス
の
い
ず
れ
か
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
（
様

式
自
由
）。

選
考
方
法

書
類
選
考
（
結
果
は
応
募
者
全
員
に
通
知
し

ま
す
。
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
）

　
　

人
権
施
策
課　

28
・
６
０
７
３

　

〒
７
９
９
・
０
４
９
７

三
島
宮
川
４
・
６
・
55

28
・
６
０
５
７

内容 日時 場所 問い合わせ先

県委託療育等支援事業
（相談・講師派遣など）

随時
（土・日曜日を除く）

支援の必要な方や家族が
関わる保育園・幼稚園・
学校・事業所など

澄心そうだんさぽーと
22-3311（鈴木・ファクス兼）

障がい者の就労相談・支援、
事業所からの雇用相談
※来所による相談は要予約

月～金曜日
9：00 ～ 17：30

サンハイツ三島中央 1階
（三島中央 3-13-12）

ジョブあしすと UMA
23-6558　　22-4558　　　　　            
　jobassist@lagoon.ocn.ne.jp

障がいのある方へ　相談・支援事業



　
　
　
　
　

が
で
き
る
社
会
で
す
。

　

家
庭
・
学
校
・
職
場
・
地
域
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
で
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭

を
守
る
べ
き
」
と
い
っ
た
固
定
観
念
に
と

ら
わ
れ
ず
、
多
様
な
生
き
方
が
尊
重
さ
れ

ま
す
。

人
権
を
侵
害
す
る
暴
力
の
根
絶

　

男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
す
る
う
え

で
、
男
女
が
互
い
に
人
権
を
尊
重
し
、
認

め
合
い
、
思
い
や
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

夫
・
妻
・
恋
人
な
ど
親
し
い
関
係
に
あ
る

人
か
ら
暴
力
を
受
け
る
と
い
っ
た
、
ド
メ

ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
や

性
犯
罪
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
職
場
に
お

け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会

の
形
成
に
お
い
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
だ
け
で
な

く
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
の
性
暴
力
に

つ
い
て
も
広
く
周
知
し
、
被
害
が
潜
在
化

し
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

個
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
暴
力
を
許
さ

な
い
社
会
の
実
現
が
重
要
で
あ
り
、
人
権

を
侵
害
す
る
暴
力
の
根
絶
を
図
る
た
め
の

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

人
権
施
策
課　

28
・
６
０
７
３

28
・
６
０
５
７

女
性
の
人
権
問
題
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

○
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
ン

　

０
５
７
０
・
０
７
０
・
８
１
０

○
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ

　

０
５
７
０
・
０
・
５
５
２
１
０

　

認
知
症
の
方
や
そ
の
ご
家
族
の
方
へ

　

本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
要
予
約
・
無
料
）

　

本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
は
、
認
知
症
の
本

人
が
集
い
、
自
ら
の
体
験
な
ど
を
語
り
合
う

こ
と
で
暮
ら
し
や
す
い
地
域
の
あ
り
方
を
考

え
る
場
で
す
。
ご
家
族
同
士
で
情
報
交
換
が

で
き
る
場
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

　

７
月
13
日
（
火
）
10
時
～
11
時
30
分

　

市
役
所
市
民
交
流
棟
２
階　

会
議
室

15
名
程
度

　

７
月
12
日
（
月
）
ま
で

　

高
齢
介
護
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

28
・
６
１
４
７　
　

28
・
６
０
５
９

じ
ん
け
ん
広
場

女
性
の
人
権　

女
性
の
人
権
問
題

　

男
女
平
等
の
理
念
は
、
日
本
国
憲
法
に

明
記
さ
れ
て
お
り
、
法
制
上
も
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
男
女
平
等

の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

現
実
に
は
今
な
お
、
男
女
の
役
割
を
固
定

的
に
捉
え
る
意
識
が
社
会
に
根
強
く
残
っ

て
い
ま
す
。

　

雇
用
の
分
野
に
お
い
て
は
、
管
理
職
に

占
め
る
女
性
割
合
が
少
な
い
こ
と
や
男
女

間
の
賃
金
格
差
な
ど
、
男
女
平
等
参
画
が

十
分
と
は
い
え
な
い
状
況
が
あ
り
ま
す
。

市
民
意
識
調
査
か
ら

　

昨
年
度
に
実
施
し
た
「
市
民
意
識
調
査
」

に
よ
る
と
、『
あ
な
た
は
、
女
性
の
人
権

が
守
ら
れ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
』
の
問
い
に

対
し
、
「
女
性
が
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
環

境
の
整
備
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
職

場
の
待
遇
改
善
や
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
」
「
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
」
と
な
っ
て
お
り
、
男
女
平
等
を

推
進
す
る
た
め
の
取
り
組
み
や
相
談
、
支

援
体
制
を
充
実
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は

　

近
年
の
少
子
高
齢
社
会
、
人
口
減
少
社

会
の
到
来
、
さ
ら
に
は
急
激
な
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
か
ら
、
個
人
の
生
き
方
や
価

値
観
が
多
様
化
し
て
き
て
い
る
現
代
社
会

は
、
男
女
が
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
、

責
任
を
分
か
ち
合
い
、
性
別
に
関
わ
り
な

く
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と

新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルや

悪質商法に関する相談が増加しています。

○新型コロナワクチンの接種は無料です。ワクチン接種に関連付け

　て費用を求められても決して応じないでください。

○国、市町などの行政機関が「ワクチン接種に必要」などと言っ

　て、個人情報や金融機関情報を電話やメールで聞くことはあ

　りません。　　　　 

新型コロナワクチン詐欺にご注意！

困ったときはピピッと相談！

【消費生活に関する相談窓口】

市民くらしの相談課　28-6143

県消費生活センター　089-925-3700

消費者ホットライン　188（いやや！） 

相
　
談

　

「
ロ
バ
隊
長
み
ん
な
で
作
ろ
う
プ
ロ

　

ジ
ェ
ク
ト
」
を
開
催
し
ま
す
！

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
の
一
つ
と
し

て
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
マ

ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ロ
バ
隊
長
」
の

マ
ス
コ
ッ
ト
を
一
緒
に
作
り
ま
せ
ん
か
？

　

８
月
６
日
（
金
）
13
時
30
分
～
16
時

※
参
加
可
能
な
時
間
に
自
由
に
お
越
し
く
だ

さ
い

　

市
役
所
市
民
交
流
棟
２
階　

会
議
室

　

裁
縫
道
具
（
お
持
ち
の
方
）

※
材
料
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

高
齢
介
護
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

28
・
６
１
４
７　
　

28
・
６
０
５
９

　

も
の
忘
れ
相
談
（
要
予
約
・
無
料
）

　

７
月
14
日
（
水
）
13
時
30
分
～
14
時
30
分

　

土
居
窓
口
セ
ン
タ
ー

　

一
人
30
分
程
度
で
２
名
ま
で

相
談
医
師

森
野
日
出
緒
さ
ん
（
松
風
病
院
）

※
既
に
専
門
医
を
受
診
さ
れ
て
い
る
場
合
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。
ご
家
族
の
み
で
の
ご

相
談
も
可
能
で
す

　
　

高
齢
介
護
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

28
・
６
１
４
７　
　

28
・
６
０
５
９



７月の相談日程

相談日は変更する場合があります。事前に電話でお問い合わせください。

法律相談　※相談日前日 17：00 までに要予約（土・日・祝日は予約不可）

7/ 6（火）13：00 ～ 16：00  川之江文化センター 1階

市民くらし
 の相談課

28-6143
28-6149

7/ 9（金）　9：00 ～ 12：00  市役所 1階　102 会議室

 7/20（火）  9：00 ～ 12：00  市役所 1階　102 会議室

7/20（火）13：00 ～ 16：00  川之江文化センター 1階

 7/28（水） 13：30 ～ 15：30  土居窓口センター 1階

 8/ 3（火）13：00 ～ 16：00  川之江文化センター 3階

 8/10（火） 9：00 ～ 12：00 市役所 1階　102 会議室

司法書士相談　※相談日前日 17：00までに要予約（土・日・祝日は予約不可）

7/ 5（月）  9：00 ～ 12：00 市役所1階　102会議室
市民くらし

 の相談課
28-6143
28-6149

7/14（水） 13：00 ～ 16：00 川之江文化センター 1階

 7/21（水） 13：00 ～ 16：00  土居窓口センター１階

 8/ 5（木）  9：00 ～ 12：00 市役所1階　102会議室

人権相談

 7/20（火） 10：00 ～ 12：00  土居福祉センター 1階  人権施策課
28-6073
28-6057

 8/ 2（月） 13：00 ～ 15：00  川之江文化センター 4階

 8/10（火） 10：00 ～ 12：00  新宮公民館 1階　研修室

年中（土・日・祝日・年末年始を除く）

8：30 ～ 17：15

 松山地方法務局四国中央支局

 23-2407   23-2496

年金出張相談　※要予約

7/ 2（金）10：00 ～ 14：30 受付

 川之江文化センター 4階
新居浜
年金事務所
0897-35-1445

7/16（金）10：00 ～ 14：30 受付

 8/13 （金）10：00 ～ 14：30 受付

行政相談

7/12（月）10：00 ～ 12：00  土居窓口センター 1階

 総務調整課  
28-6002
28-6056

 7/12（月） 10：00 ～ 12：00  新宮公民館 1階　研修室

7/20（火） 13：30 ～ 15：30  川之江文化センター 2階

7/26（月）10：00 ～ 12：00  市役所１階　102 会議室

8/10 （火）10：00 ～ 12：00  新宮公民館 1階　研修室

 8/17 （火） 10：00 ～ 12：00  土居窓口センター 1階

 8/17 （火） 13：30 ～ 15：30  川之江文化センター 2階

 8/23 （月） 10：00 ～ 12：00  市役所１階　102 会議室

一般・消費・ＤＶ相談（相談窓口）

7/ 6（火） 9：30 ～ 11：30  新宮公民館 1階　研修室

 市民くらし 
の相談課

28-6143

28-6149

7/ 8（木） 9：30 ～ 11：30  川之江文化センター 1階

 7/13（火） 9：30 ～ 11：30  土居窓口センター 1階

 8/ 3（火） 9：30 ～ 11：30  新宮公民館 1階　研修室

8/10（火） 9：30 ～ 11：30  土居窓口センター 1階

8/12（木） 9：30 ～ 11：30  川之江文化センター 2階

年中（土・日・祝日・年末年始を除く）

8：30 ～ 17：15
 市民くらしの相談課

暴力団相談

年中（土・日・祝日・年末年始を除く）

8：30 ～ 17：15

 愛媛県暴力追放推進センター

 089-932-1893    089-932-8930

東予若者サポートステーション

出張相談（無料・要予約）

　7/5（月）・7/26（月）・8/2（月）

　13：00 ～ 17：00

ハローワーク四国中央 1階相談室

　就職にお悩みの 15 歳～ 49 歳の

方またはその保護者

　一人 1時間の相談で 1日 4名まで

　　東予若者サポートステーション

　0897-32-2181　　0897-32-2182

　（新居浜市繁本町 8-65）

今月の納期
固定資産税　2期分

国民健康保険料　1期分

後期高齢者医療保険料　1期分

介護保険料　1期分

保育所・認定こども園使用料 7 月分

放課後児童クラブ負担金　7月分

市営住宅使用料　7月分

市営住宅駐車場使用料　7月分

※納期限　8月 2 日（月）

水道料金　6月分

下水道使用料　6月分

※納期限　7月 12 日（月）

無料特許・商標相談（予約制）

　8/2（月）・9/6（月）

　13：00 ～ 16：00

　四国中央商工会議所

　（金生町下分 789-1）

　相談日の 5日前までに電話予約

　　四国中央商工会議所

　特許相談係　58-3530

　58-6294

認知症の語らい（無料）
　7/16（金）13：30 ～ 15：00

（原則毎月第３金曜日に開催）

中之庄公民館　会議室２

参加者同士の交流・情報交換、

医療・福祉職による勉強会など

認知症の人と家族の会愛媛県支部

　080-3740-0697（大澤）

不動産無料相談（予約制）
　7/8（木）13：00 ～ 17：00

　宇摩建設会館 3階（三島宮川）

　相談日前日までの 13 時～ 17 時

に電話予約（土・日曜日を除く）

　　愛媛県宅地建物取引業協会

　四国中央地区連絡協議会

　24-2235　　　24-2236


